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平成 27 年１月 13 日 

各  位 

会 社 名  株式会社マツヤ 

代表者名  代表取締役社長   小山 栄造 

（J A S D A Q・コード 7452） 

問合せ先  執行役員財務本部長 北川 正一 

（TEL （026）241－1314） 

  貸倒引当金繰入額の計上に関するお知らせ 

当社グループは、平成27年２月期第３四半期決算において、貸倒引当金繰入額（営業外費

用）７千万円を計上いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

記 

１．貸倒引当金繰入額（営業外費用）の内容 

 当社の連結子会社である株式会社マツヤショッピングモールは、有限会社小山興産（所在

地：長野県長野市、代表者の役職・氏名：代表取締役 小山光作（当社元代表取締役社長、

当社元顧問）、事業内容：資産管理会社、当該会社は当社の筆頭株主であります。）に対して、

当時の取締役会議事録によれば当該会社における運転資金等の資金援助のため、平成 27 年２

月 28 日を一括弁済期日とする金銭消費貸借契約を有限会社小山興産（以下、「同社」といい

ます）と締結し、平成 24 年２月に７千万円の貸付を行っております。 

 当社グループは、平成 26 年２月期末時点において、同社の平成 25 年３月期の決算書を入

手し、同社の主な資産としては当社株式と小山光作氏への貸付金であることを確認し、同社

が所有する当社株式 1,819 千株を当時（平成 26 年２月末）の株価 335 円で試算すると売却見

込額が同社の借入金総額（同社への貸付金７千万円を含む）を上回ること、過年度の当社株

式の配当金および同氏が当社から報酬を受領していたこと等より、当該債権を全額回収でき

るものと認識しておりました。 

 しかしながら、今般、貸付金の返済期日が近づいてきたため、当社グループは、同社の代

表者である小山光作氏と面談し返済見込み等を確認したところ、同氏は、返済する意志はあ

るものの同社および同氏の財務状況等が厳しいことから返済することは難しいとの意向を示

したため、平成 26 年３月期の同社の決算書を入手し、回収可能性について検討を行いました。

あわせて、同氏が同社への借入金を返済し、同社から当社グループへの返済を要請しました

が、現在においても正式な合意が得られず、回収見込みは全くついておりません。それらを

勘案し検討した結果、回収に懸念が生じましたので、当該債権の全額である７千万円を貸倒

引当金繰入額（営業外費用）として計上いたしました。 

 当社グループは代表者である同氏との交渉を継続しており、顧問弁護士等とも協議の上、

同社および同氏が保有する資産に対し、債権の保全を図るとともに、リスケジュール等、  

当該債権を全額回収できるよう努めてまいります。 
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２．業績に与える影響 

 本件の貸倒引当金繰入額（営業外費用）の計上につきましては、本日別途公表いたしまし

た「平成 27 年２月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」をご参照ください。 

 今後、平成 27 年２月期の業績予想の修正が必要な場合には、速やかにお知らせいたします。 

 

 以 上 


